
佐世保市行財政改革推進会議条例 

（趣旨） 

第１条 この条例は、佐世保市附属機関設置条例（平成３０年条例第４０号）第２条

第１項の規定により設置される佐世保市行財政改革推進会議（以下「推進会議」と

いう。）の組織及び運営について、必要な事項を定めるものとする。 

（所掌事務） 

第２条 推進会議は、市が行財政改革を推進するにあたり、幅広い意見を求めるため、

次に掲げる事項について調査審議を行い、市長に助言等を行うものとする。 

⑴ 行財政改革の推進に関すること。 

⑵ その他市長が必要と認めること。 

（委員） 

第３条 推進会議は、委員１０人以内をもって組織し、次に掲げる者のうちから市長

が委嘱する。 

⑴ 学識経験を有する者 

⑵ 関係団体の代表者 

⑶ その他市長が適当と認める者 

（委員の任期等） 

第４条 委員の任期は、２年とする。ただし、任期中であってもその本来の職を離れ

たときは、委員の職を失うものとする。 

２ 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。 

３ 委員は、再任されることができる。 

４ 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様

とする。 

（会長及び副会長） 

第５条 推進会議に、会長及び副会長を置く。 

２ 会長及び副会長は委員の互選によりこれを定める。 

３ 会長は、会務を総理し、会議の議長となる。 

４ 副会長は、会長を補佐し､会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、そ

の職務を代理する。 

 

 

資料１ 



（会議） 

第６条 推進会議の会議は、必要に応じて会長が招集する。 

２ 推進会議は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。 

（部会） 

第７条 会長は、専門的事項を分掌させるため必要と認めるときは、推進会議に部会

を置くことができる。 

２ 部会は、会長の指名する委員をもって組織する。 

３ 部会に部会長を置き、部会に属する委員の互選によりこれを定める。 

４ 部会長は、会務を掌理し、部会における審議の経過及び結果を必要に応じて推進

会議に報告する。 

５ 部会長に事故があるときは、部会に属する委員のうちあらかじめ部会長が指名し

た者がその職務を代理する。 

６ 前各項に定めるもののほか、部会の運営に関し必要な事項は、部会長が会長の同

意を得て定める。 

（意見の聴取等） 

第８条 推進会議及び部会は、必要に応じ、委員以外の者に会議への出席を求め、そ

の意見若しくは説明を聴き、又は資料の提出を求めることができる。 

（庶務） 

第９条 推進会議の庶務は、行財政改革推進局において処理する。 

（委任） 

第１０条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、市長が定める。 

附 則 

この条例は、平成３０年４月１日から施行する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



｢佐世保市行財政改革推進会議｣委員名簿（第５期）  

 

令和３年６月４日～ 

 

〔順不同・敬称略〕 

№  所属団体・役職  氏  名  任  期  備  考  

１ 

長崎県立大学 
地域創造学部  実践経済
学科 
教授 

横山
よこやま

 均
ひとし

 

令和３年(2021 年)６月４日 

～  
令和５年(2023 年)６月３日 

１期目 

２ 

長崎国際大学 
人間社会学部：国際観光学
科 
教授 

滝
たき

 知則
とものり

  〃 ３期目 

３ 
佐世保商工会議所 
議員 女性会会長 菅

すが

 博子
ひ ろ こ

 〃 １期目 

４ 
株式会社 
長崎経済研究所 
取締役地域戦略部長 

狩野
か り の

 靖
やすし

 〃 １期目 

５ 
株式会社九州地域情報化
研究所 
代表取締役 

横山
よこやま

 正人
ま さ と

 〃 １期目 

６ 一般公募 内海
うちうみ

 梨
り

恵子
え こ

 〃 ３期目 

７ 一般公募 渋江
し ぶ え

 康
やす

敏
とし

 〃 １期目 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



計 画 策 定 ス ケ ジ ュ ー ル 

 

 庁内検討  市議会・行財政改革推進会議  

令和３年  

３月  

◆第１回「行財政改革推進本部」 

 ・次期計画策定方針の審議  

 

４月  ◇第１回「調整会議（課長会）」 

 ・次期計画策定方針に基づき取組  

内容を具体化  

 

５月   ■第１回「行財政改革推進会議」 

・委員委嘱  

・現計画の進捗状況説明  

・次期計画策定方針の審議  

６月  ◇職員アンケートの実施   

７月    

８月  ◆第２回「行財政改革推進本部」 

 ・次期計画案［基本方針］の審議  

 ・次期計画案 [実行計画 ]の中間報告  

 

 

■第２回「行財政改革推進会議」 

・次期計画案［基本方針］の審議  

《現計画の R2 年度実績・評価》 

９月   ◇第１回「総務委員会協議会」 

・次期計画案［基本方針］の審議  

10 月  

 

◆第３回「行財政改革推進本部」 

 ・次期計画案［基本方針・実行計画］

の審議  

  《現計画の R3 年度中間評価》 

 

11 月   ■第３回「行財政改革推進会議」 

 ・次期計画案［基本方針・実行計

画］の審議  

《現計画の R3 年度中間評価》 

 

12 月   

 

 

●市長決裁・次期計画決定  

◇第２回「総務委員会協議会」 

 ・次期計画案［基本方針・実行計

画］の審議  

《現計画の R3 年度中間評価》 

 

・推進会議意見を踏まえ

調整  

・推進会議・総務委員会

の意見を踏まえ調整  

・推進会議・総務委員会

の意見を踏まえ調整  


